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変更後（新） 変更前（旧） 

（信託報酬等） 

第40条 委託者および受託者の信託報酬の総

額は、第37条に規定する計算期間を通じ

て毎日、信託財産の純資産総額に年

10,000分の53の率を乗じて得た額とし

ます。 

（略） 

（信託報酬等） 

第40条 委託者および受託者の信託報酬の総

額は、第37条に規定する計算期間を通じ

て毎日、信託財産の純資産総額に年

10,000分の62の率を乗じて得た額とし

ます。 

（略） 

以上 
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